
 

はしがき 

 

第１次・第２次地方分権改革では、国と地方の関係を対等・協力の関係に変え

るという理念の下、地域が自らの創意と工夫により課題を解決するための制度

的基盤の構築が図られてきた。 

平成２５年６月に「第３次一括法」、平成２６年５月に「第４次一括法」が成

立し、地方公共団体に対する事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等が

進められてきた。 

さらに、地方の発意に根ざした取組を推進する新たな手法として、個々の地方

公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現

に向けて検討を行う「提案募集方式」が平成２６年から導入された。 

「提案募集方式」による地方公共団体等からの提案等を踏まえ、事務・権限の

移譲や義務付け・枠付けの見直し等を一層推進するため、平成２７年６月に「第

５次一括法」、平成２８年５月に「第６次一括法」、平成２９年４月に「第７次一

括法」、平成３０年６月に「第８次一括法」、令和元年５月に「第９次一括法」、

令和２年６月に「第 10次一括法」、令和３年５月には「第 11次一括法」が成立

した。 

このような地方分権に関する種々の改革の進展や課題を視野に入れながら、

地方分権に関する基本問題について先進的かつ実践的な調査研究を実施するた

め、平成１６年度に本研究会を設置し、検討を重ねてきた。令和３年度において

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応のため、令和２年度に引き続き

リモート形式により研究会を開催しており、本報告書は、その成果をとりまとめ

たものである。 

本報告書が、我が国の地方税財政を考える上での一助となれば幸いである。 

なお、本研究会は、一般財団法人全国市町村振興協会と一般財団法人自治総合

センターが共同で実施したものである。 
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第１章

令和３年度調査報告
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